
新旧対照表 
 

 　　　　　　　　　　　　　　新 　　　　　　　　　　　　　　　旧

 高知県建設業活性化事業費補助金交付要綱 
 
第１条～第 4 条 略 
 
（補助対象経費、補助率及び補助限度額） 
第５条 補助対象となる経費は、前条に規定する補助事業に要する
経費で、共済費、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及
び賃借料並びにその他知事が必要があると認める経費とし、補助率
は、２分の１以内とする。 
２ 補助対象経費に補助率を乗じて得た補助金の額に 1,000 円未満
の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 
３ 補助事業者当たりの補助限度額は 750 万円とする。 
 
第 6 条、第７条 略 
 
（補助金の交付の申請手続） 
第８条 規則第３条第１項及び第２項の申請書及び関係書類の様式

は、それぞれ別記第２号様式によるものとし、知事が別に定める
期日までに税の滞納がないことを証する書類を添えて、知事に提
出しなければならない。 

高知県建設業活性化事業費補助金交付要綱 
 
第１条～第 4 条 略 
 
（補助対象経費、補助率及び補助限度額） 
第５条 補助対象となる経費は、前条に規定する補助事業に要する
経費で、共済費、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及
び賃借料並びにその他知事が必要があると認める経費とし、補助率
は、２分の１以内とする。 
２ 補助対象経費に補助率を乗じて得た補助金の額に 1,000 円未満
の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 
３ 補助事業者あたりの補助限度額は 600 万円とする。 
 
第 6 条、第７条 略 
 
（補助金の交付の申請  ） 
第８条 規則第３条第１項    の申請書及び関係書類の様式

は、それぞれ別記第２号様式によるものとし、知事が別に定める
期日までに税の滞納がないことを証する書類を添えて、知事に提
出しなければならない。 



 ２ 補助事業者は、前項の規定による補助金交付申請書の提出に当
たっては、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等（補助対象経
費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭
和 63 年法律第 108 号）の規定により仕入れに係る消費税額とし
て控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法（昭
和 25 年法律第 226 号）に規定する地方消費税の税率を乗じて得
た金額をいう。以下同じ。）を減額して申請しなければならない。
ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでな
いものについては、この限りでない。 

 
(補助の条件） 
第９条 補助金の交付に際して、補助事業者は、次に掲げる事項を

遵守しなければならない。 
 （１）～（９） 略  
 （10) 補助事業の実施に当たっては、別表に掲げるいずれかに該

当すると認められるものを契約の相手方としないこと等の
暴力団等排除に係る県の取扱いに準じて行わなければなら
ないこと。 

 
（補助金の交付の決定の通知） 
第 10 条 知事は、第８条第１項の規定による補助金交付申請書又は
前条第１号の補助金変更交付申請書の提出があったときは、速やか
に審査その他必要な調査を行い、補助金の交付又は変更が適当であ

２ 補助事業者は、前項の規定による補助金交付申請書の提出に当
たっては、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等（補助対象経
費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭
和 63 年法律第 108 号）の規定により仕入れに係る消費税額とし
て控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法（昭
和 25 年法律第 226 号）に規定する地方消費税の税率を乗じて得
た金額をいう。以下同じ。）を減額して申請しなければならない。
ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでな
いものについては、この限りでない。 

 
(補助の条件） 
第９条 補助金の交付に際して、補助事業者は、次に掲げる事項を

遵守しなければならない。 
 （１）～（９） 略  
 （10) ・・・・・・・・・・・ 
 
 
 
 
（補助金の交付の決定  ） 
第 10 条 知事は、第８条第１項の規定による補助金交付申請書又は
前条第１号の補助金変更交付申請書の提出があったときは、速やか
に審査その他必要な調査を行い、補助金の交付又は変更が適当であ



 ると認めるときは、補助金の交付又は変更を決定し、当該補助事業
者に対して通知するものとする。ただし、当該申請をしたものが別
表に掲げるいずれかに該当すると認めるときを除く。 
 ２ 略 
 

第 11 条～第 16 条 略 
 
（県内発注） 
第 17 条 補助事業者は、補助事業の実施において県が定める「公共
調達による地消地産推進戦略」に沿った県内発注に努めるものとす
る。 
 
（情報の開示） 
第 18 条 補助事業又は補助事業者に関して、高知県情報公開条例

（平成２年高知県条例第１号）に基づく開示請求があった場合
は、同条例第６条第１項の規定による非開示項目以外の項目は、
原則として開示を行うものとする。 

 
附 則 
（施行期日） 
１ この要綱は、令和 4 年 6 月 7 日から施行する。 
２ この要綱は、令和 10 年 5 月 31 日限り、その効力を失う。ただ

し、この要綱に基づき交付された補助金については、第９条第５

ると認めるときは、補助金の交付又は変更を決定し、当該補助事業
者に対して通知するものとする。・・・・・・・。 
 

２ 略 
 

第 11 条～第 16 条 略 
 
（新設） 
 
 
 
 
（情報の開示） 
第 17 条 補助事業又は補助事業者に関して、高知県情報公開条例

（平成２年高知県条例第１号）に基づく開示請求があった場合
は、同条例第６条第１項の規定による非開示項目以外の項目は、
原則として開示を行うものとする。 

 
附 則 
（施行期日） 
１ この要綱は、令和 4 年 6 月 7 日から施行する。 
２ この要綱は、令和 8 年 5 月 31 日限り、その効力を失う。ただ

し、この要綱に基づき交付された補助金については、第９条第５



 号及び第７号から第９号まで、第 11 条第３項、第 14 条、第 15 条
並びに第 17 条の規定は、同日以降もなおその効力を有する。 

 

附 則 
 この要綱は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 

 

附 則 
この要綱は、令和８年 4 月 1 日から施行する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

号及び第７号から第９号まで、第 11 条第３項、第 14 条、第 15 条
並びに第 17 条の規定は、同日以降もなおその効力を有する。 

 

附 則 
 この要綱は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 別表（第３条、第９条、第 10 条、第 14 条関係） 
 
１ 暴力団（高知県暴力団排除条例（平成 22 年高知県条例第 36 号。

以下「暴排条例」という。）第２条第１号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。）又は暴力団員等（同条第３号に規定する暴力団員等を
いう。以下同じ。）であるとき。 
 
２∼10 略 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

別表（第３条、第９条、   第 14 条関係） 
 
１ 暴力団（高知県暴力団排除条例（平成 22 年高知県条例第 36 号。

以下「暴排条例」という。）第２条第１号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。）又は暴力団員等（同条第３号に規定する暴力団員等を
いう。以下同じ。）であるとき。 
 
２∼10 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


